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休眠預金活用制度とは 

預金者等が名乗りを上げないまま 10 年以上も入出金等が確認できな

い休 眠預金等について、預金等の性質に照らし預金者等に払い戻す努

力を尽くした上で、国及び地方公共団体が対応することが困難な社会

の諸課題（以下「社会の諸課題」という。） の解決を図ることを目的

として、民間の団体が行う公益に資する活動（①子ども及び若 者の支

援に係る活動、②日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者

の支援に係る活動並びに③地域社会における活力の低下その他の社会

的に困難な状況に直面して いる地域の支援に係る活動）であって、こ

れが成果を収めることにより国民一般の利益 の一層の増進に資するこ

とになるもの（以下「民間公益活動」という。）を促進するために活

用する 



預金者等に払い戻す努力 

関係省庁によるポスター 休眠預金等活用法Ｑ＆Ａ 

（預貯金者の方などへ） 
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（１）指定活用団体の担うべき役割ー基本方針よりー 

1. 我が国における社会の諸課題を分析し、優先的に解決すべき課題を提示する。 

2. 資金分配団体及び民間公益活動を行う団体に対し、最適な資金支援を行う。 

3. 我が国の社会の諸課題の解決に挑戦する担い手を支えるインキュベーター及び
アクセラレーターの役割を担う。 

4. 必要に応じ、外部の団体や専門家とも連携しつつ資金分配団体に対し非資金的
支援を伴走型で行う。 

5. 民間の創意・工夫が引き出されるような支援を行うことで、社会の諸課題を解
決するための革新的な手法の開発を促進し、普及させる。 

6. 民間公益活動に係る事業が適正に遂行されるよう、資金分配団体及び民間公益
活動を行う団体を監督する。 

7. 休眠預金等に係る資金の活用状況や成果等について積極的に公開、周知・広報
することを通じ、本制度への国民の理解を得るよう努めるとともに、多様な民
間の団体等の一層の参画を促す。 

8. 資金分配団体の活動状況の分析を通して、民間公益活動全体の状況を把握する。 

9. 地域・分野等ごとの実情を踏まえつつ、集積された成功事例や失敗事例を横断
的かつ具体的に分析し、その結果を活動の現場に反映させる。 

10.民間公益活動の担い手が必要な資金を自立的に調達できるために必要な環境整
備を進め、もって市場の発展を促す 



（２）資金分配団体に期待される役割ー基本方針よりー 

1. 指定活用団体が提示した優先的に解決すべき課題を踏まえ、地域・分野等
ごとの実情と課題を俯瞰的かつ具体的に把握・分析し、案件の発掘・形成
を積極的に行う。 

2. 社会の諸課題の効果的・効率的な解決に向け、「包括的な支援プログラ
ム」を企画・設計し、これに基づき、民間公益活動を行う団体を公募によ
り選定し、資金支援及び非資金的支援を必要に応じ伴走型で提供する。 

3. 民間公益活動を行う団体の事業の特性及び発展段階を踏まえつつ、革新的
手法により資金の助成、貸付け又は出資を行うこと等を通じ、民間公益活
動の自立した担い手の育成を図る。 

4. 民間公益活動が適切かつ確実に遂行されるように、民間公益活動を行う団
体に対する必要かつ適切な監督を行う。 

5. 民間の創意・工夫の発揮を促すように支援を行うことで、社会の諸課題を
解決するための革新的な手法を開発し、実装する。 

6. 民間公益活動を行う団体に対して現地調査を含む継続的な進捗管理及び成
果評価の点検・検証を実施し、その評価結果等の有効活用を促す。 

7. 民間企業や金融機関等の民間の資金を民間公益活動に呼び込むための具体
策を策定し、実施する。 



（３）民間公益活動を行う団体に期待される役割 

                ー基本方針よりー 

1. 行政の縦割りに「横串」を刺す、あるいは公的制度のいわゆる「狭間」に
位置している具体的な社会の諸課題を抽出し、可視化する。 

2. 成果に着目しつつ休眠預金等に係る資金を効果的・効率的に活用し、社会
の諸課題の解決に向けた取組を推進する。 

3. 民間の創意・工夫を十分に活かし、複雑化・高度化した社会の諸課題を解
決するための革新的な手法を開発し、実践する。 

4. 自ら行う民間公益活動の成果評価を実施し、民間公益活動の見直しや人材
等の資源配分への反映等、民間公益活動のマネジメントの中で評価を有効
に活用する。 

5. 現場のニーズや提案、事業成果等を指定活用団体や資金分配団体にフィー
ドバックすることにより、本制度の一層の改善につなげる。 



指定活用団体の業務（基本的業務）ー基本方針よりー 

① 資金分配団体の選定等 

 ａ）「優先的に解決すべき社会の諸課題」の把握・分析及び決定  

 ｂ）資金分配団体の選定  

② 資金分配団体に対する助成等  

 ａ）休眠預金等に係る資金の助成  

 ｂ）継続的な進捗管理と成果評価の点検・検証  

③ 資金分配団体に対する監督等  

 ａ）資金分配団体に対する監督 

 ｂ）選定を取り消された資金分配団体の事業等の承継  

④ 休眠預金等交付金の受入れ  

⑤ 民間公益活動の促進に関する調査及び研究  

 ａ）案件の発掘・形成に係る調査及び研究  

 ｂ）制度改善や活動促進に資する調査及び研究  

⑥ 民間公益活動の促進に資するための啓発活動及び広報活動 

 ａ）戦略的・効果的な啓発活動及び広報活動  

 ｂ）シンボルマークの策定・活用  

⑦ 適切な評価の実施  

 



民間公益活動を行う団体の評価ー基本方針よりー 

休眠預金等に係る資金の活用に当たっては、最終的に、社会の諸課題の解決を
図るという成果を目に見える形で生み出すことが求められている。 

このため、休眠預金等に係る資金を活用して実施される民間公益活動全般を対
象に、プロセスの透明性や適正性の確保はもちろんのこと、事前に達成すべき
成果を明示した上で、その成果の達成度合いを重視した「社会的インパクト評
価」を実施することで、 成果の可視化に取り組まなければならない。  

＜評価の目的＞ 
• 資金の活用の成果を積極的に情報発信することで、広く国民の理解を得る 
• 評価結果を予算や人材等の資源配分に反映し、民間公益活動を効果的・効
率的に行う 

• 厳正な評価を実施することにより、民間公益活動全般の質の向上、独創的
で有望な 革新的な民間公益活動の発掘、民間の資金や人材の獲得等を促す 

＜評価の実施主体＞ 
• 団体が自ら評価を実施するという「自己評価」を基本 
• 事前に達成すべき成果について明示した上で、民間公益活動に関するイン
プットからアウトプット、アウトカムに至る情報を体系的に収集 

• ロジック・モデル等の形で相互に接続するとともに、必要な情報を収集・
分析し、評価を実施しなければならない。  

• 大規模なもの、重要なものや国民的な関心が高いもの等については、「外
部評価」や「第三者評価」を行うことで、評価の信頼性及び客観性を確保 


